MD-PhDプログラム履修要領
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１　目的
　　この要領は、医師（MD）を目指して医学部カリキュラムを履修すると同時に、医学
　研究科博士課程と同じ教育研究指導を受け、医学博士（PhD）の学位を取得するMD-
　PhDプログラムの履修等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

２　構成
　　MD-PhDプログラムは、前期プログラムと後期プログラムの二段階で構成される。前
　期プログラムは医学部在籍中（第2学年以降）に開始され、卒業後に後期プログラムへ
　進む。博士課程の標準修業年限4年間のうち、前期プログラムを1年間、後期プログラ
　ムを3年間に相当するものとする。

３　履修等
　　MD-PhDプログラムの履修等については、次のとおりとする。
（１）前期プログラム
　　ア　入学
　　　　学長は、大学院において行うMD-PhDプログラムの入学者選抜試験に合格し、か
　　　つ、所定の手続きを経た者に入学を許可する。
　　イ　授業科目
　　　　授業科目は、博士課程を構成する科目群のうち、表１に示す基礎医学系科目から主
　　　に履修する科目（主科目）として１科目を選択する。
　　　　また主科目に関連する副科目を２科目まで選択することができる。前期プログラム
　　　を開始するときは、所定の期日までに前期プログラムの履修届（様式１）を事務局学
　　　務課大学院係（以下「学務課」という。）へ提出する。
　　ウ　研究施設の利用
　　　　医学部学生が前期プログラムにおいて研究を行うにあたり、各講座・部門及び教育
　　　研究機器センター等の施設・設備を、指導教員の下で使用することができる。ただし
　　　動物実験施設部、ラジオアイソトープ部門（RI部門）を含む教育研究機器センター
　　　の利用にあたっては、所定の手続きや研修を経て許可を受けなければならない。
　　エ　修了要件
　　　　修了時には、プログレスレポート（A4版用紙5枚程度、様式自由）を作成し、主
　　　科目の指導教員の審査を受け合格と認められることをもって、前期プログラムを修
　　　了したものとする。
　　　　なお、プログレスレポートは学務課に提出する。発表論文がある場合は、それをプ
　　　ログレスレポートとして代用することができる。
　　　　医学部を卒業する年度にプログレスレポートの提出がない場合は、後期プログラム
　　　を履修することができない。
　　オ　授業科目の変更
　　　　履修期間中に表１に示す主科目又は副科目の変更を希望する場合は、現在及び
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　　　学務課へ提出し、大学院医学研究科教務委員会（以下「教務委員会」という。）にお
　　　いて審査を行い、大学院医学研究科委員会（以下「研究科委員会」という。）の承認
　　　を経て、大学院医学研究科長（以下「研究科長」という。）の許可を受けなければな
　　　らない。
（２）後期プログラム
　　ア　開始時期
　　　　原則として前期プログラム修了直後又は初期臨床研修修了後（卒後３年目）を開
　　　始時期とする。
　　　　なお、初期臨床研修修了後の専門研修、いわゆる後期臨床研修の修了直後から開始
　　　を希望する場合は、教務委員会において審査を行い、研究科委員会の承認を経て、研
　　　究科長の許可を受けなければならない。
　　　　後期プログラムを開始するときは、後期プログラム開始届（様式３）を、開始を予
　　　定する前年度の1月末日までに学務課へ提出する。
　　イ　授業科目
　　　　授業科目は、医学研究科博士課程（以下「博士課程」という。）と同様に、全ての
　　　授業科目から選択することができる。
　　　　主科目として1科目、副科目として2科目以上を選択する。
　　ウ　研究施設の利用
　　　　博士課程と同様に、所定の手続きや研修を経て利用の許可を受け利用する。
　　エ　修了要件と単位認定
　　　　修了要件、単位修得の認定方法については、博士課程と同様とする。

４　最終試験（学位審査）　
　　最終試験（学位審査）については博士課程と同様とし、札幌医科大学学位規程、札幌　　
　医科大学学位規程施行細則、及び札幌医科大学学位論文審査規程に基づき審査を実施す
　る。

５　長期履修制度
　　後期プログラムにおいて、長期履修制度を利用することができる。

６　辞退
　　MD-PhDプログラム入学後、前期プログラムにおいて諸事情によりプログラムの履修
　を辞退する場合は、指導教授の承認を得て理由書(様式４)を学務課に提出し、教務委員会
　において審査を行い、研究科委員会の承認を経て、研究科長の許可を得なければならない。

７　その他　
　　この要領に定めるもののほか、MD-PhDプログラムに関して必要な事項は、教務委員
　会の議を経て、研究科委員会が別に定める。

　　　附　則
１　この要領は、令和７年10月20日から施行する。
２　経過措置
　　この要領の施行前に前期プログラムを開始した令和６年度及び令和７年度に本学医学
　部を卒業した者を対象に以下の経過措置を講ずる。
　　経過措置対象期間に前期プログラムを履修し修了要件の手続きが未了である者（履修
　を辞退した者を含む）は指導教授の承認を得た上で３（１）エ及び３（２）アの手続き
　を行い、教務委員会において審査を行い、研究科委員会の承認を経て、研究科長の許可
　を得た場合に、この要領に基づく後期プログラムの開始を認めることとする。
